
   

事業創造大学院大学における公的研究費の不正使用防止に関する規程 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、事業創造大学院大学（以下「本学」という）において、公的研究費を適正に管理

するために必要な事項を定めるものとする。 

 

（定 義） 

第２条 この規程における用語について次のように定義する。 

（１）公的研究費：研究費のうち、文部科学省および他府省ならびにそれらが所管する独立行政法人

（以下「配分機関」という）から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金をいう。 

（２）構成員：本学に所属する教員、職員、研究員およびその他関連する者をいう。 

（３）不正使用：物品の架空請求による業者への預け金、実体の伴わない謝金・給与の請求や旅費の

請求等、故意若しくは重大な過失によって、本学諸規程、公的研究費使用ルールおよび関連法令

等に反する行為をいう。 

 

（最高管理責任者） 

第３条 本学に公的研究費に関する運営・管理の最高管理責任者を置き、学長をもって充てる。 

２ 最高管理責任者は、本学全体を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負うものと

する。 

３ 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、それらを実施するため

に必要な措置を講じる。 

４ 最高管理責任者は、統括管理責任者およびコンプライアンス推進責任者が責任を持って適正な公

的研究費の運営・管理が行えるよう、組織内部をまとめ適切にリーダーシップを発揮しなければな

らない。 

 

（統括管理責任者） 

第４条 本学に公的研究費に関する運営・管理の統括管理責任者を置き、事務局長をもって充てる。 

２ 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について本学全体を統括

する実質的責任および権限を持つものとする。 

３ 統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、基本方針に基づ

き、本学全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、その状況を最高管理

責任者に報告しなければならない。 

４ 統括管理責任者は、行動規範を策定し、構成員に周知徹底する。 

 

（コンプライアンス推進責任者） 

第５条 事業創造研究科および付帯機関ならびに事務局（以下「部局」という）における公的研究費の

運営・管理について実質的な責任と権限を持つコンプライアンス推進責任者を置き、 部局長をもっ



   

て充てる。 

２ コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次の各号に定める業務を行わなけ

ればならない。 

（１）自身の管理監督または指導する部局における不正防止対策を実施し、実施状況を確認するとと

もに、その状況を統括管理責任者に報告する。 

（２）不正防止を図るため、部局の全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況

ならびに理解度を管理監督する。 

（３）自身の管理監督または指導する部局において、構成員が、適切に公的研究費の管理・執行を行

っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。 

３ コンプライアンス推進責任者は、自己の管理運営する部局において日常的に実効性のある管理監

督を行う為に、コンプライアンス推進副責任者を置くことができる。 

 

（公募の申請） 

第６条 公募要領等により、研究計画調書または提案書等公募に関する書類を直接配分機関に提出する

こととなっている公的研究費に申請を行ったときは、構成員は遅滞なく最高管理責任者に当該申請

書類を届けるものとする。 

 

（経理事務の委任） 

第７条 構成員は、公的研究費の交付内定（継続分を含む）を受けたときは、その経理に関する事務を

最高管理責任者に委任したものとみなす。 

２ 前項の経理事務の委任があったときは、最高管理責任者は事務局にその旨を通知し、第８条に規

定する事務を処理させるものとする。 

 

（経理事務の準拠） 

第８条 公的研究費に係る経理事務に関する取扱いは、その公的研究費で定められた使用ルールおよび

本学諸規程ならびに関連法令等の定めによるものとする。 

 

（資金の預託） 

第９条 公的研究費の受払いに使用する口座は、配分機関が指定する名義の口座とし、必要に応じて個

別に開設する。 

 

（間接経費の大学への譲渡） 

第１０条 構成員は間接経費の本学への譲渡に関する権限を、最高管理責任者に委任するものとする。 

２ 間接経費の経理事務は、公的研究費の使用ルールに準じる。 

 

（取得した設備等の寄附手続き等） 

第１１条 最高管理責任者は、公的研究費により取得した設備・備品（以下、設備等という。）の寄附受



   

け入れに関する権限を、事務局長に委任するものとする。 

２ 構成員は、設備等を取得後、本学に寄附を行うこととされているものにあっては、本学諸規程に

より寄附するものとし、そのことに関する権限を、事務局長に委任するものとする。 

 

（設備等の管理の委任等） 

第１２条 公的研究費により設備等を取得したときは、当該設備等を取得したときに、本学における設

置使用が承認されたものとみなす。 

２ 構成員は、取得した設備等の管理に関する事務を学長に委任するものとし、自身は使用責任者と

して責務を果たすものとする。 

 

（管理帳簿への記録） 

第１３条 公的研究費により取得した設備等の寄附を受け入れたときは、本学諸規程に準じて固定資産

台帳に記録しなければならない。 

 

（設備等の減価償却の方法） 

第１４条 前条の規定により受け入れた設備等は、本学諸規程に準じて減価償却を行うものとする。 

 

（事故等の報告） 

第１５条 構成員は、使用する設備等に起因して事故等が発生したときは、直ちに、その旨を事務局長

に報告しなければならない。 

 

（コンプライアンス教育） 

第１６条 構成員は研究費の執行等に関する不正防止のために本学が実施するコンプライアンス教育を

受講し、それらを遵守することについて誓約しなければならない。 

 

（関連法令等の遵守） 

第１７条 構成員は、公的研究費について不正使用の指摘または不正使用の疑いを受けることのないよ

うその公的研究費使用ルールおよび本学諸規程ならびに関連法令等の定めにより公正かつ適正に取

り扱わなければならない。 

 

（通報窓口） 

第１８条 本学に公的研究費に関する通報を受付ける窓口（以下「通報窓口」という）を置き、顧問室

をもって充てる。 

 

（保 護） 

第１９条 通報窓口への相談者、告発者または調査に協力する関係者に対し、単に相談、告発または調

査協力したことを理由として、懲戒処分その他いかなる不利益な取扱いも行わない。ただし、悪意



   

にもとづく告発であることが確定した場合は、この限りではない。 

２ 被告発者に対し、単に告発されたことを理由として、この規程に定める調査に必要な命令を除き、

懲戒処分その他いかなる不利益な取扱いも行わない。 

３ 教職員等は、前２項にもとづき、単に相談、告発もしくは調査協力したことまたは単に告発され

たことを理由として、不利益な取扱いや嫌がらせをしてはならない。 

 

（告発等の取扱い） 

第２０条 通報窓口は、告発を受けた時または報道等により構成員の不正への疑いが指摘された時は、

直ちに統括管理責任者を通じ、最高管理責任者に報告するものとする。 

この場合において、不正への疑いが指摘された構成員（以下「被告発者」という）に本学以外の

機関に所属する者が含まれる場合には、当該機関の長にその内容を通知するものとする。 

２ 統括管理責任者は、告発等を受付けた日から１４日以内に告発の内容の合理性を確認し、予備調

査の要否を最高管理責任者に報告する。 

３ 報道等により構成員の不正に関する指摘がなされたときは、統括管理責任者は、その内容につい

て報道関係者等へ聞き取り調査等を行い、真偽を判断した上で、予備調査の要否を決定するものと

する。 

４ 統括管理責任者は、告発の内容に合理性があると認められるもので不正が未だ行われていない場

合は、被告発者に対し警告を行い、通報者に対し警告を行った旨を通知する。 

５ 統括管理責任者は、第２項により予備調査が必要とされたもので不正が既に行われたと認められ

る場合には、告発者、被告発者に対しその旨を通知するものとする。また、不正と認められない場

合は告発者に対しその旨を通知するものとする。 

６ 第２項から第４項の場合において、統括管理責任者は、告発者、被告発者および告発内容等につ

いて調査関係者以外に漏洩しないよう秘密保持を徹底することとする。 

７ 必要に応じて、統括管理責任者は、被告発者に対して調査対象の公的研究費の一時的な執行停止

を求めることができる。 

８ 統括管理責任者は、第２項から第７項について、最高管理責任者に報告するものとする。 

 

（予備調査および予備調査委員会） 

第２１条 最高管理責任者は、次の各号の場合、調査対象者が所属する部局長（以下「当該部局長」と

いう）に対して、予備調査を付託する。 

（１）前条第２項によって調査が必要であると認められた場合 

（２）配分機関から調査の求めがあった場合 

２ 前項により予備調査の付託を受けた当該部局長は、予備調査委員会を設置し、付託を受けた日か

ら１４日以内に、その調査結果を最高管理責任者に報告する。 

３ 予備調査委員会の委員は、次に掲げる者とする。 

（１）当該部局長 

（２）調査対象者の所属部署等から選出された者 若干名 



   

（３）事務局長 

（４）事務局長の指名を受けた者 

４ 最高管理責任者は、第２項の報告に基づき、告発等を受けた日から３０日以内に、本調査の要否

を当該事案にかかる配分機関、当該配分機関を所管する省庁および文部科学省（以下合わせて「配

分機関等」という。）に報告する。 

５ 最高管理責任者は、本調査の実施を決定したときは、配分機関等へ調査方針、調査対象および方

法等について報告、協議しなければならない。 

 

（調査委員会） 

第２２条 最高管理責任者は、前条第４項により調査を行うことを決定した日から３０日以内に、調査

委員会を設置し、調査を開始する。 

２ 調査委員会は、次の各号の委員により構成し、統括管理責任者を委員長とする。 

（１）統括管理責任者 

（２）調査対象者が所属する部局のコンプライアンス推進責任者 

（３）最高管理責任者が委嘱する外部有識者 １名 

３ 前項にかかわらず、最高管理責任者は、事案により委員を追加して委嘱することができる。 

 

(調査委員会による調査の実施) 

第２３条 調査委員会は、次の各号に定める事項を調査し、認定する。 

（１）不正使用の有無 

（２）不正使用の内容 

（３）関与した者および関与の程度 

（４）不正使用の相当額 

（５）その他必要と認めた事項 

２ 調査委員会は、次の各号の方法により調査を行う。 

（１）当該研究活動および公的研究費執行に関する各種資料の精査 

（２）関係者のヒアリング 

（３）その他必要と認めた方法 

 

（他研究機関との合同調査） 

第２４条 最高管理責任者は、調査内容が他の研究機関に関係する場合、当該他研究機関に必要な通知

を行うとともに、必要に応じて当該他研究機関と協力または合同調査を行うことができる。 

２ 他研究機関と協力しまたは合同で調査する場合あるいは他研究機関の調査にあたり協力を求めら

れた場合、本学は誠実に調査または協力する。 

３ 最高管理責任者は、不正使用以外の不正行為との複合的な事案と認められる場合、必要に応じて

学内の他の委員会等へ協力または合同調査を要請することができる。 

 



   

 

（調査結果の認定） 

第２５条 調査委員会は、不正使用の有無を認定するにあたっては、客観的事実のみにもとづいた判断

を行わなければならない。 

２ 調査対象者の不正使用を認定する場合または告発者の告発を悪意にもとづくものであると認定す

る場合、調査委員会は、当事者に弁明の機会を与えなければならない。 

 

（調査結果の最高管理責任者への報告） 

第２６条 調査委員会は、調査の開始から１５０日以内に調査を完了し、認定した調査結果を最高管理

責任者に報告する。ただし、やむをえない事情がある場合は、中間報告とすることができる。 

 

（不服申し立て） 

第２７条 最高管理責任者は、前条の調査結果を了承したときは、前条の調査結果をすみやかに告発者

および非告発者に通知する。 

２ 告発者または非告発者は、調査結果に不服があり再調査を希望する場合、 通知後１４日以内に最

高管理責任者に対し、不服申し立てを行うことができる。 

３ 前項の不服申し立てを行うときは、不服申し立ての根拠を書面にして、申し立てなければならな

い。 

 

（再調査） 

第２８条 前条第２項の不服申し立てがあったとき、最高管理責任者は、不服申し立てに対する再調査

を行うか否かを決定する。ただし、不服申し立ての根拠が、先の調査結果を覆すに足る合理的なも

のである場合に限り、再調査を行うものとする。 

２ 最高管理責任者は、再調査を行う場合はその旨を、告発者および被告発者に通知する。再調査を

行わない場合はその旨およびその理由を、不服申し立てを行った者に通知する。 

３ 再調査を行う場合、最高管理責任者は、調査委員会の委員とは別の者を委員とする再調査委員会

を事案ごとに設置し、再調査を命じる。 

４ 再調査は、再調査の開始から５０日以内に完了する。ただし、やむをえない事情があるときは、

この期間を延長することができる。 

５ 最高管理責任者は、再調査結果をすみやかに告発者および被告発者に通知する。 

６ 再調査結果に対する不服申し立ては受け付けない。 

 

（調査結果の確定） 

第２９条 最高管理責任者は、第２６条から第２８条の手続きを経て、調査結果を確定する。 

 

（配分機関等への報告） 

第３０条 調査期間中に不正使用の事実が一部でも確認された場合または配分機関等から進捗状況報告



   

を求められた場合、最高管理責任者は、配分機関等に報告を行う。 

２ 配分機関等の求めがある場合、資料提出、現地調査に応じるものとする。ただし、調査に支障が

ある等、正当な事由がある場合は除く。 

３ 最高管理責任者は、調査結果の認定、不服申し立ておよび再調査結果について、配分機関等に報

告する。 

４ 最高管理責任者は、調査結果の確定にもとづき、告発等を受付けた日から２１０日以内に、次の

各号に定める事項を含む最終報告書を作成し、配分機関等に提出する。ただし、やむをえない事情

がある場合は、中間報告とすることができる。 

（１）調査委員会の調査結果 

（２）不正使用発生要因 

（３）不正使用に関与した者が関わる他の公的研究費における管理および監査体制の状況 

（４）再発防止計画 

（５）その他最高管理責任者が必要と認めた事項 

５ 文部科学省または配分機関から公的研究費の返還命令またはその他の指導を受けたときは、最高

管理責任者は、命令または指導にもとづき、必要な措置を講じなければならない。 

 

（懲 戒） 

第３１条 本学は、公的研究費の不正使用または告発が悪意にもとづくものであることが確定した者、

当該構成員を監督する立場の者について、本学懲戒規定にもとづく、懲戒の手続きに付すものとす

る。 

 

（法的措置） 

第３２条 公的研究費の不正使用または悪意にもとづく告発により本学に損害が生じたときは、損害を

賠償させるものとする。 

２ 公的研究費の不正使用または告発が悪意にもとづくものであることが確定した者に対し、必要に

応じて法的措置を講じるものとする。 

 

（調査結果の公表） 

第３３条 公的研究費の不正使用の調査結果が確定した場合、最高管理責任者は次の各号に定める事項を

ホームページで公表する。 

（１）不正使用に関与した者の氏名および所属 

（２）不正使用の概要 

（３）不正使用に対して、本大学が講じた措置の内容 

（４）調査委員の氏名・所属および調査方法の概要 

（５）その他最高管理責任者が必要と認めた事項 

２ 前項にかかわらず、最高管理責任者が非公表とすることにつき合理的な理由があると認める場合

は、一部の事項を非公表とすることができる。 



   

３ 告発が悪意にもとづくものであることが確定した場合、最高管理責任者は、前２項に準じて公表

することができる。 

 

（不正使用防止計画の策定） 

第３４条 統括管理責任者は、公的研究費の不正使用を未然に防止するため、その要因を把握・分析し、

不正使用防止計画を策定する。 

 

（不正使用防止計画の推進） 

第３５条 本学に不正使用防止計画を推進する不正使用防止計画推進部署を置き、最高管理責任者、統

括管理責任者、法人事務局長をもって組織する。 

２ 不正使用防止計画推進部署は、不正使用防止計画の具体的な対策を策定および実施するとともに、

実施状況を確認し、年度ごとに最高管理責任者に報告する。 

３ 最高管理責任者は、不正使用防止計画の進捗管理に努め、不正使用防止計画を年度ごとに公開す

る。 

 

（適正な執行管理） 

第３６条 事務局は、定期的に予算執行状況を検証し、研究計画の遂行状況を確認し、必要な措置を講

じなければならない。 

２ 構成員および事務局は、発注段階で支出財源の特定を行い、予算執行の状況を遅滞なく把握でき

るように努めなければならない。 

 

（取引業者に対する措置） 

第３７条 不正な取引に関与したものと認められた業者は、その後１年間本学との取引を一切認めない

ものとする。 

 

（取引業者からの誓約書の徴収） 

第３８条 事務局は、全ての取引業者に対して、本学の公的研究費不正使用防止に関するルールの周知

徹底を務めるとともに一定の取引実績（回数、金額等）や本学におけるリスク要因・実効性等を考

慮した上で誓約書等の提出を求める。 

 

（発注および検収） 

第３９条 発注および検収業務については、本学諸規程にもとづき、適正に行う。 

２ 公的研究費の発注および検収については、事務局が行う。ただし、１回の発注金額が１００万円

以下の場合は研究者の発注を認めるが、１０万円を超える場合は事前に事務局の確認を得なければ

ならない。 

３ 検収担当者は、納品書等と現物を照合のうえ、納品書等に所定の検収印を押印しなければならな

い。 



   

 

（非常勤雇用の管理） 

第４０条 非常勤雇用者の管理については、事務局が行う。 

 

 

（出張計画の実行状況の確認） 

第４１条 出張計画に沿って実施される研究者および関係者の出張の実行状況の確認については、出張

の事実がわかる資料にもとづき、事務局が確認する。 

 

（執行手続き） 

第４２条 第３９条から第４１条までに定めのない公的研究費執行の手続きについては、関連法令、公

的研究費使用ルールおよび本学諸規程にもとづくこととする。 

 

（外部への公開） 

第４３条 次の各号に定める事項は、ホームページで公開する。 

（１）この規程の他、関連する規程 

（２）通報窓口に関する事項 

（３）その他、最高管理責任者が必要と認めた事項 

 

（証憑点検） 

第４４条 不正使用防止計画推進部署は、公的研究費の執行状況について、不正使用発生の可能性が高

い事項に基準を設けて、収支簿から一定数を抽出し、収支に関わる証憑を点検する 

 

（内部監査） 

第４５条 内部監査室は、次の各号に定める内部監査を毎年度実施する。 

（１）不正使用防止計画推進部署の管理体制および活動状況の監査 

（２）重点的にサンプル抽出して行う監査 

 

（連携した監査） 

第４６条 内部監査室、不正使用防止計画推進部署、監事および監査法人は、相互に連携し、監査の効

果が発揮できるように努めなければならない。 

 

（守秘義務） 

第４７条 通報窓口、調査または監査等に関係する教職員等は、業務上知り得た秘密を他に漏らしては

ならない。教職員等でなくなった後も同様とする。 

 

 



（定めのない事項への対処） 

第４８条 この規程に定めのない事項については、総務会の意見を聞いて学長が決定する。 

（改 廃） 

第４９条 この規程の改廃は、理事会の審議を経なければならない。 

附 則 

１．この規程は、平成２７年９月１５日から施行する。 

２．平成１９年１１月８日制定の事業創造大学院大学公的研究費補助金取扱いに関する規程は、この

規程の施行をもって廃止する。 

附 則 

この規程は、平成２９年５月２２日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和元年７月２３日から施行する。 
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